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令和 4 年度 原子力規制委員会臨時会議 第 16 回会議 

 

 

令和４年６月８日 

16:00～17:50 

原子力規制委員会庁舎内 

 

 

議事次第 

 

議題１：指定保障措置検査等実施機関の役員の選任の認可 

議題２：女川原子力発電所２号炉の特定重大事故等対処施設の設置に係る原子

炉設置変更許可申請の審査方針（２回目） 

議題３：核物質防護に係る要求水準の特定の在り方の検討に資するための調査

結果 

 

出席者 原子力規制委員会 

更田委員長、田中委員、山中委員、伴委員、石渡委員 

原子力規制庁 

荻野長官、片山次長、櫻田原子力規制技監、佐藤核物質・放射線総括

審議官（議題 1 のみ）、市村原子力規制部長（議題 2 のみ）、小野長

官官房審議官（議題 2 のみ）、金子緊急事態対策監（議題 3 のみ）、

黒川総務課長、寺崎保障措置室長（議題 1 のみ）、栗林保障措置室長

補佐（議題 1 のみ）、田口安全規制管理官（実用炉審査担当）（議題

2 のみ）、岩澤企画調査官（議題 2 のみ）、江嵜企画調査官（議題 2

のみ）、中村安全規制管理官（核セキュリティ担当）（議題 3 のみ）、

他 

 

 

 

  



○冒頭、更田委員長から、本日の会議の審議内容が、指定保障措置検査等実施機

関における人事選考、特定重大事故等対処施設及び核物質防護に関する事項

であって、情報公開法に定める不開示情報を取り扱うものであること、並び

に会議資料が当該不開示情報に該当するものを含むことから、原子力規制委

員会議事運営要領第７条及び第８条の規定に基づき、 

・本日の会議を非公開で開催すること 

・本日の資料のうち公開可能なものは原子力規制委員会のホームページで公

開し、その余は非公開とすること 

について諮り、出席した全委員がこれに賛成し、原子力規制委員会として、上

記のとおり決定した。 

 

○議題１について、原子力規制庁は、資料１に基づき、指定保障措置検査等実施

機関である公益財団法人核物質管理センター（以下「センター」という。）か

ら申請のあった核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和三十二年法律第百六十六号。）第六一条の二十三の十一の規定に基づく役員

の選任に係る認可について諮った。 

  原子力規制委員会は、申請のあったセンターの役員９名（常勤理事３名（久  

野祐輔氏、小林功氏、下村和生氏）、非常勤理事５名（秋山信将氏、牛田克己

氏、内山洋司氏、海老原充氏、木下雅仁氏）、非常勤監事 1 名（髙本学氏））の

選任の認可を決定した。 

  原子力規制委員会は、審議の過程において、代表理事の在任期間も含め、そ

の体制について新陳代謝を考える時期にさしかかっているのではないかとい

う点、及び役員の選考に当たっては広く候補者を集める観点から公募の活用

の検討が必要ではないかという点の二点についてセンターに伝えるよう原子

力規制庁に対して指示した。 

 

〇議題２について、原子力規制庁は、５月１８日の臨時委員会での原子力規制

委員会の指摘を受け、東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の特定重大

事故等対処施設の設置に係る設置変更許可申請の審査に関し、津波による敷

地の浸水に対する機能維持の方針を改め、以下のとおり諮った。 

・  防潮堤等の耐津波設計が十分な余裕を有しており、特定重大事故等対処施

設が設置される建屋内への浸水が生じる可能性が十分に小さいと判断で

きる場合には、個別に外郭防護の一部機能喪失を想定して敷地内浸水量を

評価する必要はない。 

・  他方で、新規制基準は、津波による敷地内浸水を想定し対策を講じること

を求めており、想定しない浸水経路が存在する可能性なども考慮して、所

与のものとして一定程度の敷地内浸水を考慮することが必要である。 

・  これらの考え方を踏まえれば、東北電力株式会社の敷地内浸水高さの設定

は妥当である。 

 



原子力規制委員会は、敷地内浸水高さの設定について、方針を了承した。 

 

〇議題３について、原子力規制庁は、資料３に基づき、核物質防護に係る要求水

準の特定のあり方の検討に資するための調査結果を報告するとともに、今後

の対応について諮った。 

原子力規制委員会は、調査結果の具体的内容を踏まえた今後の対応につい

て審議を行い、事業者と現状認識について情報共有を行うこと、現場の実態

把握を進めることなどを原子力規制庁に指示した。 

 

 

文責：    保障措置室（議題１） 

実用炉審査部門（議題２） 

核セキュリティ部門（議題３） 


